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(57)【要約】
【課題】反射率をより低減することが可能であり且つ製
造時に加熱も不要であり、使用時には耐熱性も高い反射
防止用微細突起の製造方法を提供する。
【解決手段】隣接する微細突起の間隔が反射防止を図る
波長以下である反射防止用微細突起の製造方法は、金型
を提供する過程と、塗布する過程と、転写する過程と、
硬化する過程と、ガラス化する過程とからなる。塗布す
る過程は、基部２０に紫外線硬化型シリコーンゴム２１
を塗布する。転写する過程は、基部２０に塗布される紫
外線硬化型シリコーンゴム２１に、金型１０の微細突起
の型１１を転写する。硬化する過程は、紫外光を照射し
て紫外線硬化型シリコーンゴム２１を硬化する。ガラス
化する過程は、転写される紫外線硬化型シリコーンゴム
２１に真空紫外光を照射して微細突起をガラス化する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　隣接する微細突起の間隔が反射防止を図る波長以下である反射防止用微細突起の製造方
法であって、該方法は、
　微細突起の型が形成される金型を提供する過程と、
　基部に紫外線硬化型シリコーンゴムを塗布する過程と、
　基部に塗布される紫外線硬化型シリコーンゴムに、金型の微細突起の型を転写する過程
と、
　紫外光を照射して紫外線硬化型シリコーンゴムを硬化する過程と、
　転写される紫外線硬化型シリコーンゴムに真空紫外光を照射して微細突起をガラス化す
る過程と、
　を具備することを特徴とする反射防止用微細突起の製造方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の反射防止用微細突起の製造方法において、前記紫外線硬化型シリコー
ンゴムを硬化する過程は、金型の微細突起の型が形成される面に、基部の紫外線硬化型シ
リコーンゴムが塗布される面を重ねた状態で紫外光を照射することを特徴とする反射防止
用微細突起の製造方法。
【請求項３】
　請求項１に記載の反射防止用微細突起の製造方法において、前記紫外線硬化型シリコー
ンゴムを硬化する過程は、金型から紫外線硬化型シリコーンゴムを剥がした後に紫外光を
照射することを特徴とする反射防止用微細突起の製造方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は反射防止用微細突起の製造方法に関し、特に、反射率をより低減させることが
可能な反射防止用微細突起の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　テレビジョン受像機や携帯端末の表示装置等には、表面反射を低減し光の透過率を高め
るために反射防止処理が施されている。この中でも、近来では反射防止を図る波長以下の
微細突起パターンを形成する方法が存在する。これは、所謂モスアイ構造の原理を利用し
たものである。このようなモスアイ構造をナノインプリント法により製造する手法がある
。これは、金型に押し込み圧力を加えた後に、硬化時に加熱してプリントするものである
。また、アクリル樹脂等によりモスアイ構造の反射防止用突起を製造する方法は、例えば
特許文献１に記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００４－２８４１７８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、従来のナノインプリント法によるモスアイ構造等の反射防止用微細突起
の製造方法では、金型が高価になったり、曲面への製造が困難であったり、大面積化が困
難であったりしていた。さらに、樹脂等により製造される微細突起は反射率が高くできな
い場合もあった。また、ガラス等にて微細突起を製造しようとした場合、金型から剥がす
際に割れてしまう場合もあり、大面積化はさらに困難であった。
【０００５】
　したがって、金型が安価で曲面にも製造しやすく、大面積化も容易であると共に、さら
なる反射防止効果、即ち、反射率の低減が可能な反射防止用微細突起の製造方法の開発が



(3) JP 2017-32806 A 2017.2.9

10

20

30

40

50

望まれていた。
【０００６】
　本発明は、斯かる実情に鑑み、反射率をより低減することが可能であり且つ製造時に加
熱も不要であり、使用時には耐熱性も高い反射防止用微細突起の製造方法を提供しようと
するものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上述した本発明の目的を達成するために、本発明による反射防止用微細突起の製造方法
は、微細突起の型が形成される金型を提供する過程と、基部に紫外線硬化型シリコーンゴ
ムを塗布する過程と、基部に塗布される紫外線硬化型シリコーンゴムに、金型の微細突起
の型を転写する過程と、紫外光を照射して紫外線硬化型シリコーンゴムを硬化する過程と
、転写される紫外線硬化型シリコーンゴムに真空紫外光を照射して微細突起をガラス化す
る過程と、を具備するものである。
【０００８】
　ここで、紫外線硬化型シリコーンゴムを硬化する過程は、金型の微細突起の型が形成さ
れる面に、基部の紫外線硬化型シリコーンゴムが塗布される面を重ねた状態で紫外光を照
射するものであれば良い。
【０００９】
　また、紫外線硬化型シリコーンゴムを硬化する過程は、金型から紫外線硬化型シリコー
ンゴムを剥がした後に紫外光を照射するものであっても良い。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明の反射防止用微細突起の製造方法には、反射率が低く且つ製造時に加熱も不要で
あり、使用時には耐熱性も高いという利点がある。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】図１は、本発明の反射防止用微細突起の製造方法を説明するための概略斜視図で
ある。
【図２】図２は、本発明の反射防止用微細突起の製造方法において、紫外線硬化型シリコ
ーンゴムに真空紫外光を照射する前後の微細突起の側面形状の変化を説明するための模式
図である。
【図３】図３は、本発明の反射防止用微細突起の製造方法による微細突起の波長に対する
透過率の変化グラフである。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明を実施するための形態を図示例と共に説明する。本発明の反射防止用微細
突起の製造方法は、隣接する微細突起の間隔が反射防止を図る波長以下のものを製造する
ものである。図１は、本発明の反射防止用微細突起の製造方法を説明するための概略斜視
図である。
【００１３】
　図１（ａ）に示されるように、まず金型１０を提供する。金型１０は、製造されるべき
微細突起の型１１が形成されているものである。具体的には、例えば図示のように、シリ
コン基板１２の上にフォトレジスト１３を塗布する。そして、製造されるべき微細突起の
位置に対応するパターンのフォトマスクを重ねて露光する。また、例えば電子線描画装置
等により電子線やレーザを用いて直接パターンを描画しても良い。そして、現像後にエッ
チング液に浸けることで、露光された部分がエッチングされて微細突起の型１１が形成さ
れる。なお、金型１０から後述のシリコーンゴムが剥離しやすいように、微細突起の型１
１に適宜表面処理を行っても良い。また、金型をエラストマ等により作成しても良い。エ
ラストマにより金型を作成すれば、曲面形状へモスアイ構造を作成することも可能である
。シリコーンゴム用の金型は、このような安価に製造可能なものを利用することが可能で
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ある。
【００１４】
　また、図１（ｂ）に示されるように、基部２０に紫外線硬化型シリコーンゴム２１を塗
布する。基部２０は、例えばガラス基板、具体的にはＳｉＯ２基板であれば良い。そして
、基部２０上に塗布される紫外線硬化型シリコーンゴム２１は、具体的には光硬化型ポリ
ジメチルシロキサン（ＰＤＭＳ）であれば良い。より具体的には、真空紫外光でガラス化
するもの、即ち、主鎖がジメチルシロキサン（Ｓｉ－Ｏ－Ｓｉ）のシリコーンゴムであれ
ば、側鎖の分子が何であれ適用可能である。また、基部２０のほうもＰＤＭＳであっても
良い。なお、プライマとしてシランカップリング剤を基部２０表面に塗布し、紫外線硬化
型シリコーンゴム２１への接着性を向上させても良い。さらに、基部２０に紫外線硬化型
シリコーンゴム２１を塗布する前に、基部２０の表面に真空紫外光を照射し、表面のクリ
ーニング及び励起を行い、紫外線硬化型シリコーンゴム２１の接着性をさらに向上させて
も良い。
【００１５】
　次に、図１（ｃ）に示されるように、基部２０に塗布される紫外線硬化型シリコーンゴ
ム２１に、金型１０の微細突起の型１１を転写する。即ち、紫外線硬化型シリコーンゴム
２１の塗布された面と微細突起の型１１が形成された面を当接させる。
【００１６】
　そして、紫外光を照射して紫外線硬化型シリコーンゴム２１を硬化させる。ここで、紫
外線硬化型シリコーンゴム２１を硬化させる際には、図１（ｃ）に示されるように、金型
１０の微細突起の型１１が形成される面に、基部２０の紫外線硬化型シリコーンゴム２１
が塗布される面を重ねた状態で紫外光を照射すれば良い。
【００１７】
　その後、図１（ｄ）に示されるように、硬化された紫外線硬化型シリコーンゴム２１を
金型１０から剥離する。剥離の際には、ガラス化される前であるため、紫外線硬化型シリ
コーンゴム２１に形成された微細突起が割れるおそれもない。
【００１８】
　なお、紫外線硬化型シリコーンゴム２１を硬化させた後に金型１０から剥離した例を説
明したが、本発明はこれに限定されない。例えば、紫外線硬化型シリコーンゴム２１を硬
化する過程は、金型１０から紫外線硬化型シリコーンゴム２１を剥がした後に、紫外光を
照射しても良い。即ち、図１（ｃ）の時点では紫外線硬化型シリコーンゴム２１は硬化さ
せず、その後図１（ｄ）に示されるように、紫外線硬化型シリコーンゴム２１を金型１０
から剥離した後に、紫外線硬化型シリコーンゴム２１に対して紫外光を照射することで紫
外線硬化型シリコーンゴム２１を硬化させても良い。さらに、基部２０をＰＤＭＳや粘着
層等で構成し、図１（ｃ）に示される状態で、反射防止用の微細突起を施す対象物、例え
ばガラス等に押圧することで転写（印刷）することも可能である。
【００１９】
　このような金型から転写する方式により、所謂ロールｔｏロール方式やハンドローラ方
式、グラビア印刷等、大面積に微細突起を製造することが可能となる。
【００２０】
　そして、本発明の最も特徴的な点として、図１（ｅ）に示されるように、転写される紫
外線硬化型シリコーンゴム２１に真空紫外光を照射する。これにより、紫外線硬化型シリ
コーンゴム２１に形成された微細突起２２をガラス化する。具体的には、波長１７２ｎｍ
の真空紫外光を照射することで、紫外線硬化型シリコーンゴム２１をガラス化している。
【００２１】
　紫外線硬化型シリコーンゴム２１に真空紫外光を照射すると、紫外線硬化型シリコーン
ゴム２１がガラス化され、微細突起２２がシャープ化する。これにより、反射防止用微細
突起の反射率が低くなる。
【００２２】
　本発明の反射防止用微細突起の製造方法によれば、例えばガラス化する前に紫外線硬化
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なる。その後にガラス化することで、確実に形状を固定することも可能である。さらに、
金型から紫外線硬化型シリコーンゴムを剥がす際にも、ガラス化する前であるため割れて
しまうことも防止できる。さらに、微細突起を使用する際には、ガラス化しているため耐
熱性も高いものとなる。
【００２３】
　図２は、本発明の反射防止用微細突起の製造方法において、紫外線硬化型シリコーンゴ
ムに真空紫外光を照射する前後の微細突起の側面形状の変化を説明するための模式図であ
る。図２（ａ）が真空紫外光を照射する前の状態で、図２（ｂ）が真空紫外光を照射した
後の状態である。即ち、図２（ａ）が微細突起がガラス化する前の状態で、図２（ｂ）が
微細突起がガラス化した後の状態である。図示の通り、微細突起が、ガラス化によりシャ
ープ化し、先端部分の太さが細くなっていることが分かる。即ち、先端が楕円形状から、
先細の裾広がり形状に変化していることが分かる。
【００２４】
　次に、この形状の変化が反射率の低減に寄与しているか否か説明する。図３は、本発明
の反射防止用微細突起の製造方法による微細突起の波長に対する透過率の変化グラフであ
る。図中、黒線がガラス化した微細突起の透過率の変化であり、グレー線がガラス化前の
紫外線硬化型シリコーンゴムの微細突起の透過率の変化である。図示の通り、ガラス化し
たことで広範囲にわたって透過率が向上している（１に近づいている）ことが分かる。即
ち、反射率が低減していることが分かる。
【００２５】
　このように、本発明の反射防止用微細突起の製造方法によれば、微細突起の反射率を低
減させることが可能となる。また、紫外線硬化型シリコーンゴムは真空紫外光によりガラ
ス化されるため、製造時に加熱が不要である。さらに、微細突起はガラス化しているため
、使用時には耐熱性も高い。
【００２６】
　なお、本発明の反射防止用微細突起の製造方法は、上述の図示例にのみ限定されるもの
ではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲内において種々変更を加え得ることは勿論であ
る。
【符号の説明】
【００２７】
　１０　　金型
　１１　　微細突起の型
　１２　　シリコン基板
　１３　　フォトレジスト
　２０　　基部
　２１　　紫外線硬化型シリコーンゴム
　２２　　微細突起
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